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財務大臣   塩川 正十郎 殿

日本銀行総裁    速水  優

株式の買入れ等の実施に関する件

最近の金融情勢に鑑み、金融機関経営における株価変動リスクを軽減し、金
融機関の経営ひいては金融システム全体への信認を確保することにより、金融
機関間の資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資する観点か
ら、別紙要綱に基づき、株式の買入れ等を実施し得ることと致したく、政策委
員会の議決を経て、日本銀行法第４３条第１項ただし書の規定に基づき、認可
申請致します。

以    上

別紙４



別  紙

株式買入等実施要綱

１．買入対象先
銀行（銀行法（昭和５６年法律第５９号）第２条第１項に規定する銀行

をいう。ただし、同法第４７条第２項に規定する外国銀行支店、整理回収機
構、預金保険法（昭和４６年法律第３４号）第２条第１３項に規定する承継
銀行を除く。）のうち、株価変動リスクが経営に与える影響等を考慮して本
行が定める基準を満たす先で、本行への株式売却を希望するものとする。

２．買入対象株式
国内上場株式のうち、本行財務の健全性確保の観点から、発行企業の格

付がＢＢＢ格相当以上であることなど、発行企業の信用力、市場の流通性等
を考慮して本行が定める基準を満たすものとする。

３．買入方式
本行を委託者兼受益者とし、信託銀行（金融機関の信託業務の兼営等に

関する法律（昭和１８年法律第４３号）第１条第１項の認可を受けて信託業
務を営む銀行をいう。以下同じ。）を受託者とする金銭の信託を行い、当該
金銭の信託にかかる信託財産として株式を買い入れる方式とする。

４．買入価格
時価とする。

５．買入れを行う期間
株式の買入れは、認可取得の日から平成１５年９月末まで行い得るもの

とする。ただし、同月末までの累計買入額が６．（１）の買入限度額に満た
ない場合には、平成１６年９月末まで株式の買入れを行い得るものとする。

６．買入限度額等
（１）株式の買入れの総額は２兆円を限度とする。
（２） 買入対象先別の買入限度額は、買入申込日の直前期末（中間期末を含む。）

における銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律（平成１３年法律第
１３１号）第３条第１項に規定する株式等の保有額から基本的項目の額（銀
行法第１４条の２の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件（平成５



年大蔵省告示第５５号）に定める基本的項目の額をいう。）を控除した額ま
たは特定の買入対象先への過度の集中排除の観点から本行が定める金額の
いずれか低い額とする。

（３） 買入対象株式別の買入限度は、当該株式の総株主の議決権の５％とする。
ただし、総株主の議決権の５％を超えない場合であっても、当該株式の買
入額が、特定の銘柄への過度の集中排除の観点から本行が定める金額に達
する場合には、当該金額を買入限度とする。

（４） 買入対象先名、買入対象先別の買入額等個別の取引に係る内容は、公表
しないものとする。

７．買い入れた株式の議決権行使
次に掲げる事項を考慮して議決権行使の指針を定め、信託銀行に当該指

針の範囲で善管注意義務に従って株式の議決権を行使させるものとする。
（１）議決権行使は本行の経済的利益を増大することを目的として行われる
こと

（２）株主の利益を最大にするような企業経営が行われるよう議決権を行使
すること

８．買い入れた株式の処分
（１）平成２９年９月末までに、株式市場の情勢を勘案し、適正な対価で処分
するものとする。ただし、平成１９年９月末までの間は、原則として処分を
行わない。

（２）次に掲げる事項を考慮して株式の処分の指針を定め、信託銀行に当該指
針の範囲で善管注意義務に従って株式を処分させるものとする。
イ、本行の損失発生を極力回避すること
ロ、処分時期の分散に配慮すること等により、本行の株式処分により株式
市場に与える影響を極力回避すること

９．株式取引損失引当金
原則として、株式の時価の総額が帳簿価額の総額を下回る場合にその差

額を上半期末及び事業年度末に計上する。

１０．業務運営体制
法令遵守等の観点を踏まえ、株式買入れ等を担当する部署と企業情報を

扱う部署を分離するとともに、株式買入れ等を担当する部署への重要事実の
情報伝達を遮断する体制を整えるものとする。


